
船舶事故調査報告書 

令和６年１０月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和５年１１月２日 ０３時３０分ごろ 

発生場所 広島県大竹
おおたけ

市甲
かぶと

島北岸 

阿多
あ た

田
だ

港本
ほん

浦
うら

中防波堤灯台から真方位１７７°４.２海里（Ｍ）付

近 

 （概位 北緯３４°０７.４′ 東経１３２°１９.１′） 

事故の概要 プレジャーボート海遊
かいゆう

丸は、南南西進中、岩礁に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和５年１１月１４日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 海遊丸、３.０トン 

 ＨＳ３－４３４０９（漁船登録番号）、個人所有 

第２７１－３７７５５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 軽傷 １人（船長） 

 損傷 船首部船底外板に破口、プロペラに曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約２～３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時、潮高 約４５cm（岩国） 

月齢：０.６ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、友人１人（以下「同乗者」とい

う。）を乗せ、甲島西方沖で釣りを行った後、釣り場を変える目的

で、甲島南東方沖１.５Ｍ付近に位置する山口県岩国
いわくに

市の柱
はしら

島北方海

域に向けて航行した。 

船長は、操舵室右舷側にある操縦席に腰を掛け、ヘッドアップ表示

としたレーダー及び広域表示としたＧＰＳプロッターを作動させ、約

２０ノットの対地速力で、手動操舵により航行した。 

本船は、甲島北方沖を東進し、その後、柱島北方海域に向けて南南

西進したところ、甲島北岸の岩礁に乗り揚げた。 

船長は、本船が岩礁に乗り揚げた衝撃で、顔面が窓枠に当たって唇

に裂傷を負った。 

船長は、携帯電話で１１８番通報を行った。 

船長及び同乗者は、来援した海上保安庁の監視取締艇により岩国市

岩国港まで運ばれた。 

本船は、船長が手配した起重機船により岩礁から引き出され、広島

県坂
さか

町の修理事業者にえい
．．

航された。 

船長は、甲島付近を昼間に航行した経験はあったが、夜間の航行は

初めてであった。 



船長は、ふだんから目視により航行しており、本船に搭載している

レーダー及びＧＰＳプロッター等の航海計器による船位把握は行って

いなかった。 

船長及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

分析  本船は、甲島北方沖を南南西進中、船長が、目視のみで見張りを行

いながら航行を続けたことから、甲島に接近していることに気付か

ず、同島北岸の岩礁に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、ふだんから目視により航行していたことから、正確な船位

を把握できていない状態で航行を続けていたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、甲島北方沖を南南西進中、船長が、目視のみで見

張りを行いながら航行を続けたため、甲島に接近していることに気付

かず、同島北岸の岩礁に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・小型船舶の船長は、夜間に航行する際、目視のみに頼ることな

く、レーダーやＧＰＳプロッター等、自船に搭載している航海計

器を活用して船位及び針路の確認を十分に行うこと。 

 

  



付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（令和５年１１月２日 

０３時３０分ごろ発生） 

甲島 

甲島 

本船の航行ルート 

船長が想定して

いたルート 


